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審査ガイドの記載内容

再掲(H28/3/10審査会合)

「敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド(抜粋)」(平成２５年６月 原子力規制委員会)

2. 将来活動する可能性のある断層等の認定
2 1 基本方針

再掲(H28/3/10審査会合)

2.1 基本方針

（１）「将来活動する可能性のある断層等」は、後期更新世以降(約１２～１３万年前以降)の活動が否定できないもの
とすること。

（２）その認定に当たって、後期更新世(約１２～１３万年前)の地形面又は地層が欠如する等、後期更新世以降の活動性
が明確に判断できない場合には、中期更新世以降(約４０万年前以降)まで遡って地形、地質・地質構造及び応が明確に判断できない場合には、中期更新世以降(約４０万年前以降)まで遡って地形、地質 地質構造及び応
力場等を総合的に検討した上で活動性を評価すること。

（３）なお、活動性の評価に当たって、設置面での確認が困難な場合には、当該断層の延長部で確認される断層等の性状等により、安全側に判断す
る必要がある。

（４）また、「将来活動する可能性のある断層等」には、震源として考慮する活断層のほか、地震活動に伴って永久変位が生じる断層に加え、支持地
盤まで変位及び変形が及ぶ地すべり面が含まれる盤まで変位及び変形が及ぶ地すべり面が含まれる。

（５）「震源として考慮する活断層」とは、地下深部の地震発生層から地表付近まで破壊し、地震動による施設への影響を検討する必要があるものを
いう。
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検討概要

一部修正(H28/3/10審査会合)

【検討目的】
○「敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド」の記載を踏まえ，敷地に認められる断

層について「将来活動する可能性 を総合的に評価する

部修正(H28/3/10審査会合)

層について「将来活動する可能性」を総合的に評価する。
【検討内容】
○敷地における試掘坑調査，ボーリング調査及び地表地質踏査の結果に基づき，断層の認定を行った。
○敷地には第四系中部更新統の高位段丘堆積物が広く認められることから，敷地に認められる断層に○敷地には第四系中部更新統の高位段丘堆積物が広く認められることから，敷地に認められる断層に

ついて，上載地層との関係等により活動性評価を実施した。
【総合評価】
○敷地に認められる11条の断層(F-1断層～F-11断層)は，後期更新世以降の活動は認められないこ

とから 将来活動する可能性のある断層等ではないと評価されるとから，将来活動する可能性のある断層等ではないと評価される。
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検討概要

【敷地近傍の地形の把握】

一部修正(H28/3/10審査会合)

１．１ 敷地近傍の地形

１．敷地・敷地近傍の地形 【検討内容】

・変位地形分布の確認(P12～P13)
・ボーリング調査等の結果による積丹半島西岸の
海成段丘分布高度等の確認(P15～P17)

・岩内平野に分布する岩内層の確認(P18～
)

【検討結果】

○敷地近傍には変位地形等は認められない。
○積丹半島西岸では，段丘面の傾動は認められない。
○高位段丘面の調査では，Hm3段丘を標高40～45m付近，Hm2段

丘を標高55～65m付近に確認している。
○岩内層は ほぼ水平に堆積し 変位 変形は認められないP19) ○岩内層は，ほぼ水平に堆積し，変位・変形は認められない。

１．２ 敷地の地形 ・変位地形分布の確認(P20)
・敷地の地形分類(P21)

○敷地には変位地形等は認められない。
○敷地にはHm3段丘面，Hm2段丘面等が認められる。

【敷地の地形及び地質・地質構造の把握】
【検討内容】 【検討結果】

敷地の地形分類(P21)

・ボーリング調査等の結果による段丘堆積物の分
布範囲の確認(P22～P23)

・敷地及び敷地近傍に認められる火山灰における
年代値の測定(P24～P25)

○敷地にはHm3段丘面，Hm2段丘面等が認められる。
○敷地では，段丘面の傾動は認められない。
○標高60m付近で基盤岩が緩やかな平坦面を形成し，その上位に

段丘堆積物(Hm2)等が分布することを確認している。
○Hm2段丘堆積物を覆う上位の地層において火山灰を確認しており，

約0.2Maのフィッショントラック法年代測定値を得ている。
※岩内平野南方の国富及び老古美地点において 上記火山灰に対比さ

２ １ 敷地における地質調査結果

２．敷地の地質・地質構造 【検討内容】

・敷地の地質・地質構造の確認
→地質層序表(P28)

【検討結果】

○敷地の基盤をなす地層は，新第三系上部中新統の神恵内層である。
○神恵内層は 大局的にほぼNW-SE走向で 同斜構造で分布する

※岩内平野南方の国富及び老古美地点において，上記火山灰に対比さ
れる火山灰の上位に洞爺火山灰(112-115ka，(町田・新井，2011))を
確認している。

Ａ

２．１ 敷地における地質調査結果

２ ２ 敷地に認められる断層の概要

→地質層序表(P28)
→地質平面図(P29)
→地質断面図(P30～P32)

○神恵内層は，大局的にほぼNW SE走向で，同斜構造で分布する。
○神恵内層を覆って第四系下部～中部更新統の岩内層，中部～上

部更新統の段丘堆積物等が分布する。

・断層の定義(P34～P35)

【敷地に認められる断層の活動性評価】

○類似した性状を示し，同一とみなせる破砕部等の連続性が複数の

【検討内容】 【検討結果】

２．２ 敷地に認められる断層の概要

・試掘坑及びボーリング調査等の結果による破砕
部等の抽出及び断層の認定
(P34～P35，P38及びP52～P53)

・上記調査に基づく 各断層の特徴の整理

位置で確認されるものを断層と定義した。
○以下の観点から，同一とみなせ，連続性のある破砕部等を断層

(F-1断層～F-11断層の11条)と認定した。
・破砕部等の性状
・走向・傾斜

○敷地に認められる11条の断層について 以下の特徴を整理した上記調査に基づく，各断層の特徴の整理
(P40～P75)

○敷地に認められる11条の断層について，以下の特徴を整理した。
・断層の形態
・走向・傾斜
・断層の性状
・断層内物質の変質鉱物

(断層内物質の変質鉱物)
ＣＢ
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検討概要

一部修正(H28/3/10審査会合)

３ １ 活動性評価の流れ

３．断層の活動性 【検討内容】

活動性評価手順(P78)

【敷地に認められる断層の活動性評価】

【検討結果】

○敷地に認められる11条の断層に いて 以下の手順で活動性評

Ａ

部修正(H28/3/10審査会合)

３．１ 活動性評価の流れ

３ ２ 断層の系統分類

・活動性評価手順(P78)

・敷地に認められる11条の断層について 断層の ○敷地に認められる11条の断層を以下の断層系に分類した

○敷地に認められる11条の断層について，以下の手順で活動性評
価を実施した。
①断層の系統分類
②断層系の新旧関係の確認
③活動性評価

Ｂ

Ｃ

３．２ 断層の系統分類 ・敷地に認められる11条の断層について，断層の
特徴による系統分類(P80)

○敷地に認められる11条の断層を以下の断層系に分類した。
・層面断層(y)系
・層面断層(o)系
・低角逆断層系
・高角逆断層(Y)系
・高角逆断層(O1)系

：F-3断層，F-8断層，F-11断層
：F-9断層，F-10断層
：F-7断層
：F-1断層
：F-2断層，F-5断層，F-6断層

３．３ 断層系の新旧関係の確認 ・切りあいの関係等による各断層の活動時期の
新旧関係の確認(P83)

○切りあいの関係にある断層について活動時期の新旧関係を確認
した(新しい＞古い)。
・F-3断層＞F-2断層(P84～P86)
・F-7断層＞F-9断層(P88～P94)

・高角逆断層(O2)系 ：F-4断層

低角 層面断層
・F-7断層＞F-10断層(P96～P101)
・F-8断層＞F-7断層(P102～P109)

○各断層の活動時期の新旧関係から断層系の新旧関係は以下の
関係が明らかとなっている(新しい＞古い，左図参照)。
・層面断層(y)系＞低角逆断層系＞層面断層(o)系

層面断層
(y)系

F-3，F-8，F-11

低角
逆断層系

F-7

高角逆断層
(O1)系

F 2 F 5 F 6

層面断層
(o)系

F-9，F-10

・層面断層(y)系＞低角逆断層系＞層面断層(o)系
・層面断層(y)系＞高角逆断層(O1)系

○以下の断層系は切りあいの関係が認められない(P110)。
・高角逆断層(Y)系(F-1断層)
・高角逆断層(O2)系(F-4断層)

高角逆断層
(Ｙ)系
F-1

高角逆断層
(O2)系

F-2，F-5，F-6
開削調査等により
活動性評価を実施

古い新しい

各断層系の切りあいの関係

2

F-4 Ｄ
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検討概要

一部修正(H28/3/10審査会合)

３．断層の活動性

【敷地に認められる断層の活動性評価】

【検討結果】

○活動性評価を実施した断層(F-1断層 F-3断層 F-4断層

【検討内容】

・活動時期が新しい断層系及び切りあいの関係が３ ４ 活動性評価

Ａ Ｄ

部修正(H28/3/10審査会合)

○活動性評価を実施した断層(F-1断層，F-3断層，F-4断層，
F-8断層及びF-11断層)には，後期更新世以降の活動は認めら
れない。
・F-1断層(P114～P118)：
神恵内層を覆う礫層(岩内層下部)に変位を与えているが，岩内
層最上部及びHm2段丘堆積物に変位・変形は認められない。

・活動時期が新しい断層系及び切りあいの関係が
認められない断層系について，開削調査等の結果
から上載地層(Hm2段丘堆積物)等による活動性
の評価(P112)

３．４ 活動性評価

・F-3断層(P120～P125)：
試掘坑等で確認された走向・傾斜から推定される延長部付近等
で認められないことから，神恵内層中でせん滅しているものと推
定される。

・F-4断層(P126～P129)：
断続的に分布し，Hm2段丘堆積物に変位・変形は認められない。断続的に分布し，Hm2段丘堆積物に変位 変形は認められない。

・F-8断層(P130～P131)：
山側で認められなくなることから，神恵内層中でせん滅しているも
のと推定される。

・F-11断層(P132～P139)：
Hm2段丘堆積物と神恵内層との境界部には，変位・変形は認め
られない

４． 総合評価

られない。

○敷地に認められる11条の断層(F-1断層～F-11断層)は，後期更新世以降の活動は認められないことから，将来活動する可能性のある断層等
ではないと評価される(P142)ではないと評価される(P142)。

参考資料 【考察内容】 【考察結果】Ｃ

○敷地に認められる断層が熱水変質を受けた時期は新第三
紀であることから，断層の形成時期についても新第三紀と
考えられる。

・断層の形成時期及び主な鉱物の生成過程について
の考察(P145～P176)

断層の形成時期等についての考察



99
検討概要

【敷地に 断 模式 】
一部修正(H28/3/10審査会合)

112-115ka
「新編 火山灰アトラス」
(町田・新井 2011)

敷地近傍の岩内平野南方(国富及び老古美地点)敷地内
【敷地に認められる断層の模式図】

部修正(H28/3/10審査会合)

(町田 新井，2011)

第四系
中部更新統以上

第四系

第四系
中部更新統 Hm2段丘堆積物

第四系
下部～中部
更新統

第三系
中新統

低角
逆断層系

F-7

層面断層
(o)系

F 9 F 10

断層の系統分類

高角逆断層(Y)系

低角逆断層系

層面断層(y)系

層面断層(o)系
高角逆断層

(Ｙ)系
F 1

層面断層
(y)系

F-3，F-8，F-11

F-7

高角逆断層
(O1)系

F-2，F-5，F-6

F-9，F-10

開削調査等により
活動性評価を実施

高角逆断層(O1)系

高角逆断層(O２)系

高角逆断層(Y)系

※当模式図は，各断層の相対的な位置関係，各断層と上
載地層との相対的な位置関係等に着目して作成している。各断層系の切りあいの関係

F-1

高角逆断層
(O2)系
F-4

活動性評価を実施

古い新しい
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１ 敷地 敷地近傍の地形１．敷地・敷地近傍の地形
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１．１ 敷地近傍の地形

① 敷地近傍の地形 再掲(H28/3/10審査会合)

○敷地の北～北西方向は，起
伏の多い山地が主体であり，
海岸沿いには段丘面が断続 海成段丘面が断続的に分布

① 敷地近傍の地形 再掲(H28/3/10審査会合)

海岸沿いには段丘面が断続
的に分布する。

○敷地の南～南東方向には，
岩内平野が広がっている。

○岩内平野は 共和台地 岩 第7 3 3 1図敷地近傍の地形図添付

海成段丘面が断続的に分布

○岩内平野は，共和台地，岩
内低地及び岩内台地から構
成される。

○敷地近傍の海域は大陸棚上
にあり，主に岩内低地前面

第7.3.3.1図敷地近傍の地形図添付

岩石海岸

にあり，主に岩内低地前面
から沖合にかけての平滑な
緩斜面からなる。

○敷地近傍及び積丹半島西部
では，沿岸部に高位及び中では，沿岸部に高位及び中
位の海成段丘，岩内平野に，
中位及び低位の河成段丘が
分布する。

○敷地近傍の海岸地形は，岩 岩内平野

砂浜海岸

○敷地近傍の海岸地形は，岩
内平野周辺で砂浜海岸が，
積丹半島西岸部では岩石海
岸が形成されている。

敷地近傍の地形図敷地近傍の地形図



1212
１．１ 敷地近傍の地形

② 敷地近傍の変位地形分布 (1/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

○空中写真判読及び地形調査の結果，敷地近傍には
変位地形等は認められない。

○発足南リニアメント及び発足北リニアメント付近には

② 敷地近傍の変位地形分布 (1/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

○発足南リニアメント及び発足北リニアメント付近には，
後期更新世以降の活動を考慮する活断層は認めら
れないと判断される(詳細は「地盤(敷地周辺の地
質・地質構造)」に記載)。

※

敷地周辺陸域の変位地形分布図
※文献：池田ほか編(2002)，中田・今泉編(2002)，

活断層研究会編(1991)
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１．１ 敷地近傍の地形

② 敷地近傍の変位地形分布 (2/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

区 分
山地・丘陵内 段丘面，扇状地等の平坦面上

崖・鞍部等 尾根・水系の屈曲 崖・凹地形・凸地形・撓み・傾斜面等

変位地形分類基準

② 敷地近傍の変位地形分布 (2/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

Ⅰ

変位地形と認定できる地形要素が認めら

れ，ほかの成因による可能性が否定でき，

かつ，基準地形に累積的な不連続が認め

られ，その位置が確実に認定できるもの。

・新鮮な崖，鞍部等の連続からなり，連続区

間が長く，山地高度，丘陵高度に一様な高

度差が認められるもので，かつ延長上の段

丘面に同方向の崖が認められるもの。

・尾根・水系が長い区間で同方向に屈曲し，かつ屈曲は鮮明であり，河川

の規模と屈曲量との相関が認められるもの。

・写真判読及び文献記載を考慮し，ひと続きであることが明瞭な段丘面等に

おける崖，撓み，傾斜面などからなり，

(1)時代の異なる複数の段丘面に連続し，古い段丘面ほど比高が大きいもの。

(2)崖面が山地・丘陵側に向き，段丘面の傾斜方向とは逆向きを示すもの。

(3)山地・丘陵内の明瞭な崖，鞍部等に連続するもの。

Ⅱ

変位地形と認定できる地形要素が認めら

れるが，基準地形に不連続があること

から，位置に不確実さがあるもの，ある

いは，変位地形として認定できる地形要

素がⅠより少なく，その他の成因による

ものである可能性があるもの。

・崖，鞍部等の連続からなり，連続区間が長

く，山地高度，丘陵高度に一様な高度差が

認められるもので，

(1)段丘面との関係は不明であるが地形形態は

鮮明であるもの。

(2)地形形態はやや不鮮明であるが，延長上の

段丘面に同方向 崖が認められるも

・尾根・水系が同方向に屈曲し，

(1)連続区間も長いが，河川の規模と屈曲量との相関がやや悪いもの。

(2)連続区間は短いが，河川の規模と屈曲量との相関が認められるもの。

・写真判読及び文献記載を考慮し，ひと続きであると推定される段丘面等に

おける崖，撓み，傾斜面などからなり，

(1)時代の異なる複数の段丘面に連続し，古い段丘面ほど比高が大きいもの。

(2)崖面が山地・丘陵側に向き，段丘面の傾斜方向とは逆向きを示すもの。

(3)山地・丘陵内の明瞭な崖，鞍部等に連続するもの。

も ある可能性があるも 。
段丘面に同方向の崖が認められるもの。

Ⅲ

変位地形と認定できる地形要素が認めら

れるが，基準地形の認定に不確実さが

あり，その他の成因による可能性がある

もの，あるいは，不連続が認められるも

のの，基準地形での変位が不明瞭なもの。

・崖，鞍部等の連続からなり，山地高度，丘

陵高度に一様な高度差があるが，地形形態

は一部で不鮮明か，あるいは不連続となる

もの。

・尾根・水系が同方向に屈曲するが，河川の規模と屈曲量との相関が悪く，

(1)連続区間は長いが，屈曲は不鮮明なもの。

(2)屈曲は鮮明であるが，連続区間は短いもの。

・写真判読及び文献記載を考慮しても，ひと続きであったことが不確かな段

丘面等における崖，撓み，傾斜面などからなるが，一部で不鮮明か不連続

なもの。

(1)崖面が山地・丘陵側に向き，段丘面の傾斜方向とは逆向きを示すもの。

(2)山地・丘陵内の明瞭な崖，鞍部等に連続するもの。

Ⅳ

基準地形が古く，変位地形の可能性のあ

る地形要素が開析されているもの，ある

いは，基準地形面上に地形要素が認めら

れるものの延長が短かく，その比高や屈

曲量が小さいため，変位地形かその他の

成因によるものか識別が困難なもの。

・崖，鞍部等の連続からなるが，山地高度，

丘陵高度に局所的な高度差は認められるが，

一様ではないもの。

・尾根・水系が同方向に屈曲しているが，上記以外のもの。 ・崖，溝状凹地等からなり，河川の方向・連続性や段丘面の開析度の差から

河川侵食の可能性が高いが、断層崖の疑いがあるもの。

成因 よるも か識別が困難なも 。

上記以外で，活動性の検討に関して抽出するもの

Ⅴ

変位地形と認定できる地形要素は認めら

れないが，周囲の地形面や段丘面の分布

から活断層等の伏在が推定されるもの。

・沖積低地等が広がり，その侵食及び堆積作用の影響等により，空中写真判読で断層が推定される位置付近で変動地形が積極的に判読できないが，周囲に分布する地形面の傾動，段丘面高度等から，

活断層等の伏在が推定されるもの。

文献断層
・文献に記載された活断層または推定活断層等のうち，空中写真判読で上記地形要素が判読できず，文献に対する活断層の根拠を積極的に確認できないもの。

(破線で示し 図中では文献と略記する)
文献断層

(破線で示し，図中では文献と略記する)

※当変位地形分類基準は，土木学会(1985)「原子力発電所地質・地盤の調査・試験法および地盤の耐震安定性の評価手法 報告書 第2編 地質調査法」に記載の「リニアメント判読基準の例」及び
「変位地形の認定に関するリニアメント判読要素」を参考にするとともに，当社独自に，変位地形と認定できる地形要素は認められないが，活断層等の伏在が推定される区分Ⅴを加え，作成した。
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１．１ 敷地近傍の地形

③ 段丘面の地形層序 再掲(H28/3/10審査会合)

○段丘面の対比・編年では，文献(幡谷(2005)，柳田(1991)，吉山・柳田(1995))の考え方を参考に，地形面の形態，分布の特徴，連
続性等に着目して空中写真判読を実施し，地表地質踏査等による段丘面の開析の程度，段丘堆積物等を対応させて，高位段丘群，中
位段丘群及び低位段丘群に区分した。

③ 段丘面の地形層序 再掲(H28/3/10審査会合)

○段丘群内に複数の段丘面が認められる場合は，分布の特徴，層位関係，比高，地表地質踏査等の結果をもとに細分化を行い，指標火
山灰や絶対年代データを用いて，これらの層位学的位置付けを確認した。

敷地及び敷地周辺の地形層序表
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１．１ 敷地近傍の地形

④ 積丹半島西岸の海成段丘 再掲(H28/3/10審査会合)④ 積丹半島西岸の海成段丘 再掲(H28/3/10審査会合)

○泊発電所が位置する積丹半島西岸には，空中写真判読の結果，中位及び高位の海成段丘面が認められる。
○中位段丘面は泊発電所～泊村照岸にかけて連続的に分布し，照岸以北では断続的に分布する。
○高位段丘面は泊発電所～泊村盃で断続的に分布する。
○地形調査の結果 積丹半島西岸では 段丘面の傾動は認められない○地形調査の結果，積丹半島西岸では，段丘面の傾動は認められない。
○空中写真判読より抽出した段丘面等において，地表地質踏査及びボーリング調査等を実施し，基盤岩上面標高及び段丘堆積物上面標高を確認している。

盃

珊内

盃

古宇川

照岸

照岸

盃

右図範囲

照岸

茶津

泊発電所

主な調査位置(積丹半島西岸)

泊発電所

主な調査位置(敷地近傍) ※文献：活断層研究会編(1991)

※

※
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１．１ 敷地近傍の地形

⑤ 積丹半島西岸の段丘分布高度 (1/2) 一部修正(H28/3/10審査会合)

○積丹半島西岸の海成段丘(Mm1段丘)高度は，
ボーリング調査及び地表地質踏査結果等より，旧汀
線付近で約25mであり，ほぼ一定であると評価して

⑤ 積丹半島西岸の段丘分布高度 (1/2) 部修正(H28/3/10審査会合)

泊Hm3-2孔

地
形
分

泊発電所

いる。
○高位段丘面の調査では，Hm3段丘を標高40～

45m付近，Hm2段丘を標高55～65m付近に確認し
ている。

○敷地においては，標高60m付近で基盤岩が緩やか

分
類
図

○敷地においては，標高60m付近で基盤岩が緩やか
な平坦面を形成し，その上位に段丘堆積物(Hm2)
等が分布することを確認している(P22～P23参照)。

○これらの形成年代をそれぞれMIS7(約21万年前)，
MIS9(約33万年前)とすると，Mm1段丘から算出し
た隆起速度(約0 2m/千年)と概ね調和的である

Hm3段丘
EL.40～45m

Hm2段丘
EL.55～65m

段
丘
分
布た隆起速度(約0.2m/千年)と概ね調和的である。

○ボーリング調査により認められる段丘堆積物は，砂
礫層からなり，礫は亜円礫又は円礫を主体とする。

○高位段丘堆積物は，風化による褐色化やくさり礫
化が認められる(次頁参照)。
また 積丹半島 海岸地形 高度と岩種 岩相

Mm1段丘
約EL.25m

布
高
度

○また，積丹半島の海岸地形の高度と岩種・岩相の
侵食抵抗には相関が認められる。 海

岸
地
形
分
布

潮間帯
布
高
度

段丘及び海岸地形の分布高度(敷地近傍)
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１．１ 敷地近傍の地形

⑤ 積丹半島西岸の段丘分布高度 (2/2) 一部修正(H25/10/9審査会合)⑤ 積丹半島西岸の段丘分布高度 (2/2) 部修正(H25/10/9審査会合)

凡例(地形分類図)

深度0.0m(標高61.24m)

凡例(段丘分布高度)

凡例（海岸地形分布高度及び侵食抵抗性)

Hm2段丘堆積物
深度4.44～7.54m
(標高56.8～53.7m)

平均高度+１σ

凡例（岩種）

平均高度

平均高度-１σ

ピーク箇所度数

凡例（岩種）

ボーリングコア写真(泊Hm3-2孔)

深度10.0m(標高51.24m)

段丘及び海岸地形の分布高度(敷地近傍) 凡例
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１．１ 敷地近傍の地形

⑥ 岩内平野に分布する岩内層 (1/2) 一部修正(H27/5/29審査会合)⑥ 岩内平野に分布する岩内層 (1/2) 部修正(H27/5/29審査会合)

○敷地の南～南東方向には，共和台地，岩内低地及び岩内台地から構成される岩内平野が広がっている。
○岩内平野及び敷地には，第四系下部～中部更新統の岩内層が分布している。
○岩内平野における岩内層は当社地質調査の結果，ほぼ水平に堆積し，変位・変形は認められない。

【岩内層】
・岩内層は広川・村山(1955)「5万分の1地質図幅 岩内」において「岩
内砂層」とされている範囲に主に認められ，当社地質調査の結果，砂
礫層も認められることから岩内層と呼称することとした礫層も認められることから岩内層と呼称することとした。

・本層の形成年代に関しては，砂層中の凝灰岩を対象としたFT法年代
測定値約1.2Maが得られている。

・本層は層相及び層位的に尻別川地域の鮎川層，黒松内低地帯地域
の瀬棚層の中部～上部，弁慶岬西方地域の歌島層に対比される。

・これらのことから，本層の形成年代は前期～中期更新世と判断される。
・本層は第四系下部～中部更新統の野塚層の上部層相当に対比され，
同時異相である。

・岩内平野における当社地表地質踏査の結果，本層の露頭は，ほぼ水
平に堆積している(次頁参照)。

・岩内平野における反射法地震探査及びボーリング調査の結果，本層
はほぼ水平に堆積し，変位・変形は認められない。

泊発電所

はほぼ水平に堆積し，変位 変形は認められない。
・岩内平野における本層の上面標高は，共和台地で最も高く50m程度
である。

・敷地における本層の上面標高についても，50m程度であることを確認
している(P23参照)。

【野塚層】
野塚層は 積丹地域全域に分布する砂 礫等からなる地層であり 主

堀株川

岩内平野
梨野舞納地点

露頭

共和台地

岩内層

岩内低地・野塚層は，積丹地域全域に分布する砂，礫等からなる地層であり，主
に神威岬及び積丹岳北麓に分布する。

・資源エネルギー庁(1985)によれば，本層の暗灰色シルト岩中に石灰
質ナンノ化石のGephyrocapsa oceanicaが報告されている。

・資源エネルギー庁(1985)によれば，本層は広義の瀬棚層に対比され，
鮮新世～更新世(現在の更新世)に属すると推定されるとされている。

露頭

岩内層

岩内低地

岩内台地

・これらのことから，本層の形成年代は前期～中期更新世と判断される。

敷地近傍の地質図
(凡例は次頁)

岩内層



1919
１．１ 敷地近傍の地形

⑥ 岩内平野に分布する岩内層 (2/2) 一部修正(H27/5/29審査会合)⑥ 岩内平野に分布する岩内層 (2/2) 部修正(H27/5/29審査会合)

梨野舞納地点露頭遠景 (岩内層)

梨野舞納地点露頭近景(岩内層)
N4°W/2°E
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１．２ 敷地の地形

① 敷地の地形 再掲(H28/3/10審査会合)

○敷地は，標高130m付近の背面状の高まり(開析が進みなだらかな丘陵状地形となっているH0段丘面群周辺，次頁参照)を頂点とし，
海岸へ緩く傾斜する段丘及びなだらかな丘陵性地形となっている。

○海岸付近では急峻な海食崖となっており，海食崖に続き海岸線とほぼ平行に幅100～150mの波食棚が形成されている。

① 敷地の地形 再掲(H28/3/10審査会合)

○空中写真判読及び地形調査の結果，敷地には変位地形等は認められない。
○地すべり地形は，1号，2号及び3号原子炉建屋設置位置付近には認められない。

発電所建設前の空中写真(1976年撮影)
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１．２ 敷地の地形

② 敷地の地形分類 再掲(H28/3/10審査会合)

○空中写真判読の結果，H0段丘面群，Hm2段丘面及びHm3段丘面等が認められる。
○地形調査の結果，段丘面の傾動は認められない。

② 敷地の地形分類 再掲(H28/3/10審査会合)

地形分類図
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１．２ 敷地の地形

③ 敷地における段丘堆積物の分布 (1/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

○ボーリング調査及び開削調査の結果等より求められる基盤岩の分布標高から，標高45m付近，標高65m付近及び標高90m付近で基盤
岩に遷緩線が認められる(図-1，図-2及び図-3)。

○3号炉北東側の標高60m付近で基盤岩(新第三系上部中新統の神恵内層)が緩やかな平坦面を形成し，その上位に段丘堆積物
( ) ( )

③ 敷地における段丘堆積物の分布 (1/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

(Hm2)等が分布することを確認している(図-2)。
○１，2号炉北西側では基盤岩(新第三系上部中新統の神恵内層)の上位に第四系下部～中部更新統の岩内層及び段丘堆積物(Hm2)

等が分布することを確認している(図-4)。

図-1 基盤岩分布高度及び段丘堆積物の推定分布範囲
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１．２ 敷地の地形

③ 敷地における段丘堆積物の分布 (2/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

A A’

③ 敷地における段丘堆積物の分布 (2/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

Hm1段丘堆積物

Hm2段丘堆積物

B B’

図-2 A-A’断面図

Hm1段丘堆積物

図-3 B-B’断面図

Hm3段丘堆積物

凡 例

C C’

Hm2段丘堆積物

図-4 C-C’断面図
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１．２ 敷地の地形

④ 敷地における段丘堆積物及び火山灰 (1/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

○敷地では，1，2号炉調査時(a地点，写真①)，3号炉調査時(b，c，d地点，写
真②，③)及び平成25年度造成工事実施時(e地点，写真④(次頁))に，Hm2
段丘堆積物を覆う上位の地層において火山灰を確認している。 火山灰確認箇所

(0 22±0 08Ma)

④ 敷地における段丘堆積物及び火山灰 (1/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

○1，2号炉調査時及び3号炉調査時には，火山灰について，それぞれ
0.22±0.08Ma及び0.20±0.03Maのフィッショントラック法年代測定値を得て
いる。

(0.22±0.08Ma)

写真①(a地点)

火山灰確認箇所
(0.20±0.03Ma)

b地点
(写真②)

a地点(写真①)
e地点

(写真④)

写真②(b地点)

火山灰確認箇所
(0 20±0 03Ma)

c地点
(写真③)

d地点

(0.20±0.03Ma)

写真③(c地点) 

敷地における火山灰調査位置図
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１．２ 敷地の地形

④ 敷地における段丘堆積物及び火山灰 (2/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

○平成25年度に敷地で実施した造成工事の露頭(写真④)では，高位段丘の表土の下位に火山灰質シルト層を確認している。
○表土直下に，20cm程度の厚さで細粒な火山灰質シルトが分布し，その下位は砂・シルトが卓越するシルト質砂となる。
○火山灰分析結果等より，1，2号炉調査時及び3号炉調査時に確認された火山灰と同じ火山灰に対比される。
○また これらの火山灰は 敷地周辺で確認される指標火山灰(町田・新井 2011)には対比されない

④ 敷地における段丘堆積物及び火山灰 (2/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

○また，これらの火山灰は，敷地周辺で確認される指標火山灰(町田・新井，2011)には対比されない。
○なお，敷地において確認された火山灰に対比される火山灰を，敷地近傍の岩内平野南方の火山麓扇状地(国富及び老古美地点)においても確認している

(資料集P9～P13参照)。

真④( 成 年度造成 事実施時)
火山灰分析結果(屈折率)

火山灰
屈折率

火山ガラス 斜方輝石 角閃石

1 497 1 505 1 700 1 717 1 673 1 689

写真④(平成25年度造成工事実施時)

b，c地点
(3号炉調査時)

1.497-1.505 1.700-1.717 1.673-1.689

1.497-1.502 1.701-1.717 1.674-1.685

e地点
(H25年度

造成工事実施時)

1.497-1.503 1.705-1.721 1.674-1.686

1.497-1.504 1.705-1.715 1.675-1.685

※町田・新井(2011)

(参考)Toya※ 1.494-1.498 1.758-1.761 1.674-1.684

(参考)Kt-2※ 1.505-1.515 1.712-1.718 1.678-1.684

(参考)Spfa-1※ 1.501-1.505 1.729-1.735 1.688-1.691露頭拡大

※法面勾配 1:2.5
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１．３ まとめ

一部修正(H28/3/10審査会合)まとめ

【敷地近傍の地形】
○空中写真判読及び地形調査等の結果，敷地近傍には変位地形等は認められない。

○泊発電所が位置する積丹半島西岸には，空中写真判読の結果，中位及び高位の海成段丘面が認められる。

部修正(H28/3/10審査会合)まとめ

○泊発電所が位置する積丹半島西岸には，空中写真判読の結果，中位及び高位の海成段丘面が認められる。
○地形調査の結果，積丹半島西岸では，段丘面の傾動は認められない。

○積丹半島西岸の海成段丘(Mm1段丘)高度は，ボーリング調査及び地表地質踏査結果等より，旧汀線付近で約
25mであり，ほぼ一定であると評価している。

○高位段丘面の調査では，Hm3段丘を標高40～45m付近，Hm2段丘を標高55～65m付近に確認している。○高位段丘面の調査では，Hm3段丘を標高40 45m付近，Hm2段丘を標高55 65m付近に確認している。
○これらの形成年代をそれぞれMIS7(約21万年前)，MIS9(約33万年前)とすると，Mm1段丘から算出した隆起速度

(約0.2m/千年)と概ね調和的である。
○敷地の南～南東方向には，共和台地，岩内低地及び岩内台地から構成される岩内平野が広がっている。
○岩内平野及び敷地には，第四系下部～中部更新統の岩内層が分布している。○岩内平野及び敷地には，第四系下部 中部更新統の岩内層が分布している。
○岩内平野における岩内層は当社地質調査の結果，ほぼ水平に堆積し，変位・変形は認められない。

【敷地の地形】

○空中写真判読及び地形調査の結果，敷地には変位地形等は認められない。○空中写真判読及び地形調査の結果，敷地には変位地形等は認められない。
○敷地は，標高130m付近の背面状の高まりを頂点とし，海岸へ緩く傾斜する段丘及びなだらかな丘陵性地形となって

いる。

○空中写真判読の結果，Hm3段丘面，Hm2段丘面及びH0段丘面群等が認められる。
○地形調査の結果，段丘面の傾動は認められない。○地形調査の結果，段丘面の傾動は認められない。
○標高60m付近で基盤岩が緩やかな平坦面を形成し，その上位に段丘堆積物(Hm2)等が分布することを確認して

いる。

【敷地近傍及び敷地の地形】【敷地近傍及び敷地 地形】
○敷地近傍の高位段丘と敷地の高位段丘の分布高度は調和的である。

○敷地では，1，2号炉調査時，3号炉調査時及び平成25年度造成工事実施時に，Hm2段丘堆積物を覆う上位の地
層において火山灰を確認しており，約0.2Maのフィッショントラック法年代測定値を得ている。
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２ 敷地の地質 地質構造２．敷地の地質・地質構造
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２．１ 敷地における地質調査結果

① 地質層序表 一部修正(H28/3/10審査会合)

○敷地の基盤をなす地層は，新第三系上部中新統の神恵内層※

である。
○神恵内層を覆って第四系下部～中部更新統の岩内層，中部

① 地質層序表 部修正(H28/3/10審査会合)

敷地の地質層序表

～上部更新統の段丘堆積物及び崖錐Ⅰ堆積物，完新統の崖
錐Ⅱ堆積物及び沖積層が分布する。

【神恵内層の特徴】
○敷地の基盤をなす地層である神恵内層は，岩相の特徴から凝灰質

泥岩層と火砕岩層に大別される。
○火砕岩層は，凝灰角礫岩から火山礫凝灰岩，さらに砂質凝灰岩へ

と粒径が細粒化するサイクルや地層を構成する礫種の特徴及び地
質構造から，下部，中部及び上部層に大別される(各部層の層相の
一例として，ボーリングコア写真を資料集P41～P44に示す)。

○下部層：
・安山岩質の凝灰角礫岩を主体とし，各地層に含まれる礫は安山岩
質で，礫の種類は少ない。

・凝灰岩，レンズ状の安山岩及び含泥岩礫凝灰岩を挟んでいる。
○中部層：

安山岩質の凝灰角礫岩と凝灰岩の互層からなり 各地層に含まれ・安山岩質の凝灰角礫岩と凝灰岩の互層からなり，各地層に含まれ
る礫は，概ね安山岩質であるが，まれにデイサイト質礫や軽石礫を
含み，礫の種類は下部層に比べて多い。

・軽石凝灰岩及び安山岩を挟んでいる。
・2号原子炉建屋周辺及び3号原子炉建屋東部で厚く分布する
ほかは 層厚が薄く 欠如する場合もあるほかは，層厚が薄く，欠如する場合もある。

○上部層：
・下位よりデイサイト質の凝灰角礫岩，デイサイト質の凝灰岩，含泥
岩礫凝灰岩，凝灰岩，安山岩，角礫質安山岩及び安山岩質の凝
灰角礫岩を主体とする。

・安山岩の厚さは最大約80mで 火砕岩層の同斜構造と調和的に・安山岩の厚さは最大約80mで，火砕岩層の同斜構造と調和的に
分布する。

※地層名については，斎藤ほか(1952)「5万分の1地質図幅 茅沼」等を参
照しながら新しい知見も取り込み，積丹半島の地質層序を総括的に取り
まとめた斎藤(1968)「積丹半島の地質と鉱床」を参考としている。
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２．１ 敷地における地質調査結果

② 地質平面図 再掲(H28/3/10審査会合)

○敷地の基盤をなす地層である神恵内層は，岩相の特徴から凝灰質泥岩層と火砕岩層に大別される。
○神恵内層の凝灰質泥岩層は，敷地北部の茶津川付近に分布する。
○神恵内層の火砕岩層は，敷地全域に広く分布しており，3号原子炉建屋設置位置付近には安山岩が認められる。

② 地質平面図 再掲(H28/3/10審査会合)

1号炉 2号炉

3号炉

地質平面図
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２．１ 敷地における地質調査結果

③-1 地質断面図(X-X’方向) 再掲(H28/3/10審査会合)

○敷地の神恵内層は，下位の凝灰質泥岩層と上位の火砕岩層に分けられ，火砕岩層は凝灰質泥岩層と調和的な構造をなしている。
○火砕岩層は，凝灰角礫岩から火山礫凝灰岩，さらに，砂質凝灰岩へと粒径が細粒化するサイクルを繰り返しており，この堆積サイクルと

地層を構成する礫種の特徴及び地質構造から，下部，中部及び上部層に大別される。

③ 1 地質断面図(X X 方向) 再掲(H28/3/10審査会合)

○神恵内層を覆う岩内層は，1号原子炉建屋北方から北西方に分布し，砂及び礫からなる。
○砂層は葉理が発達し，一部層内で不整合面が認められるが，ほぼ水平な堆積構造を示す。

X’X

(上部層)
(中部層)

(下部層)

地質断面図(X-X’方向)

(凝灰質泥岩層)
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２．１ 敷地における地質調査結果

③-2 地質断面図(X3-X3’方向) 再掲(H28/3/10審査会合)

○3号原子炉建屋付近に分布する安山岩は，火砕岩類と調和的な構造を示す。

③ 2 地質断面図(X3 X3 方向) 再掲(H28/3/10審査会合)

3号炉

X3’X3

(上部層)(中部層)

(下部層)

(凝灰質泥岩層) (中部層)

地質断面図(X3-X3’方向)
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２．１ 敷地における地質調査結果

③-3 地質断面図(Y-Y’方向) 一部修正(H28/3/10審査会合)

2号炉1号炉

○神恵内層は，大局的にほぼNW-SE走向で，15°～50°程度の傾斜の同斜構造で分布する。

③ 3 地質断面図(Y Y 方向) 部修正(H28/3/10審査会合)

(上部層)

(中部層)

(上部層)

(下部層)

(上部層)

(凝灰質泥岩層)

(下部層)

(凝灰質泥岩層)

(Y2-Y2’方向)(Y1-Y1’方向)
3号炉

Y1 Y2

Y3

(上部層)

(中部層)

Y1’ Y2’

Y3’

(下部層)

(凝灰質泥岩層)
(中部層のブロック※)

※当該箇所に認められる安山岩は，中部層中の安山岩の特徴(発泡痕が認めら
れる等)を有していること及び3M-4孔のみで認められることから 上部層堆積

地質断面図(Y-Y’方向)
(Y3-Y3’方向)

(中部層)
れる等)を有していること及び3M 4孔のみで認められることから，上部層堆積
時に中部層の一部がブロック状に取り込まれたものと解釈した。
ブロックの形状については，レンズ状を基本としながら，岩種の硬軟による侵
食抵抗を考慮した。
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２．２ 敷地に認められる断層の概要

① 断層の認定 (1/2) 一部修正(H28/3/10審査会合)

○敷地には，F-1断層～F-11断層の11条の断層が認められ，断層の形態は逆断層又は層面断層(地層面に沿う断層)と考えられる。
逆断層：F-1断層，F-2断層，F-4断層，F-5断層，F-6断層，F-7断層
層面断層：F-3断層，F-8断層，F-9断層，F-10断層，F-11断層

① 断層の認定 (1/2) 部修正(H28/3/10審査会合)

○各断層は，1号及び2号炉調査，3号炉調査において，類似した性状を示し，同一とみなせる破砕部等の連続性が複数の位置で確認さ
れるものを断層と定義し，それぞれP38及びP52の手順に基づき認定した。

○なお，各断層の連続性については，資料集P45～P88に記載した。

敷地に認められる断層一覧表
区

分
断層名 確認位置 走向・傾斜※1 破砕幅※2

(cm)

長さ

(m)
断層の性状

F-1
試掘坑及び開削

箇所にて確認

N8°E～20°W/

43°～54°W

0.1以下～

40
360

粘土混じり角礫，

角礫混じり粘土

F-2 試掘坑にて確認
N52°～70°E/

63°～90°W
0.2～25 200

粘土混じり角礫，

角礫混じり粘土

凝灰岩に沿 て破砕

1

号

及

F-3 試掘坑にて確認 N14°W/38°W 5～15 125
凝灰岩に沿って破砕，

角礫，一部粘土

F-4
試掘坑及び開削

箇所にて確認

N20°～35°E/

58°W～79°E

0.1以下～

15
120

粘土混じり角礫，

角礫混じり粘土

F-5 試掘坑にて確認
N75°E～85°W/

70°～84°W
0.2～15 125

角礫，一部粘土，

角礫混じり粘土

F-6 試掘坑にて確認
N77°～83°E/

76°E～80°W
0.5～14 130 角礫混じり粘土

ボーリング調査に 0.1以下～ 650
角礫，粘土

び

2

号

炉

調

査

F-7
ボ リング調査に

て確認
N54°W/21°W

0.1以下

110※3

650

以上
断層及び周辺の母岩は白

色細脈が認められる

F-8
ボーリング調査に

て確認
N50°W/45°W

0.1以下～

40

500

以上

角礫から砂礫を主体とし一

部粘土を伴う

主に凝灰岩に沿って破砕

F-9
ボーリング調査に

て確認

N44°～54°W/

27°～53°W
10～40 230

角礫混じり粘土を主体

断層及び周辺の母岩は白

色細脈が認められる

ボ リング調査に N40° 44°W/
粘土

3

号

炉

調

査

※1：3号炉調査のボーリング調査で確認された断層の走向・傾斜は，シュミットネット上
のピーク値を示す。

※2：1号及び2号炉調査は試掘坑が主体であり，各露頭で確認された破砕幅の範囲
を示す。

F-10
ボーリング調査に

て確認

N40°～44°W/

40°～51°W
4～7 140 断層及び周辺の母岩は白

色細脈が認められる

F-11

ボーリング調査，

試掘坑及び開削

箇所にて確認

N44°～58°W/

23°～42°W

0.1以下～

56

1,000

以上

角礫から砂礫を主体とし一

部粘土を伴う

主に凝灰岩に沿って破砕

断層平面位置図(※断層位置はEL.2.8mで記載)

を示す。
3号炉調査は，ボーリングが主体であり，各ボーリングコアで確認された破砕幅の
範囲を示す。
(破砕幅の考え方についてはP53参照。)

※3：F-7断層の破砕幅は，孔壁の崩落により測定不可能なもの(3-3孔及び3E-2孔)
を除いた破砕幅の範囲を示す。
崩落区間を破砕幅とした場合，2孔の破砕幅は以下のとおり。
・3-3孔：200cm
・3E-2孔：233cm
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２．２ 敷地に認められる断層の概要

① 断層の認定 (2/2) 再掲(H28/3/10審査会合)① 断層の認定 (2/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

断層断面位置図
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２．２ 敷地に認められる断層の概要

② 耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設との位置関係

○敷地に認められる11条の断層(F-1断層～F-11断層)と3号炉における設置許可基準規則※13条及び4条の対象となる「耐震重要施
設」及び設置許可基準規則38条及び39条の対象となる「常設重大事故等対処施設」との位置関係を示す。

② 耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設との位置関係

※1：「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(解釈含む)」

凡 例
：屋外に設置される施設
：地下埋設となる施設
：1号及び2号炉主要施設
：断層(位置はEL.2.8mで記載)

No. 評価対象施設名称 No. 評価対象施設名称

1 原子炉建屋 10 取水ピットスクリーン室

2 原子炉補助建屋 11 1,2号取水ピットスクリーン室

3 DG建屋 12 1号放水ピット溢水防止壁

4 燃料油貯油槽（既設） 13 2号放水ピット溢水防止壁

90

(F
-2
)

17
4

5 燃料油貯油槽（新設） 14 防潮堤

6 燃料油貯油槽トレンチ 15 取水口（貯留堰含む）

7 海水管ダクト 16 取水路

8 ストレーナ室 17 代替非常用発電機

9 取水ピットポンプ室 18 緊急時対策所※2

30
4276

8071

70

77

84

79

68
58

7038

63

80
81

65

73

50

1

2

5

4

3

2号炉1号炉

※2：緊急時対策所（指揮所）及び緊急時対策所（待機所）の総称

51

50

18

12

13
11

6

9

3号炉

10 7

8

12

16

評価対象施設と断層位置関係図

14
16

15

：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。
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２．２ 敷地に認められる断層の概要

③ 調査位置 再掲(H28/3/10審査会合)

○敷地における断層の認定等に関する地質調査位置を示す。

③ 調査位置 再掲(H28/3/10審査会合)

2号炉

3号炉

1号炉

調査位置図(※断層位置はEL.2.8mで記載) ：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。
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２．２ 敷地に認められる断層の概要

④-1 1号及び2号炉調査における断層の認定手順 再掲(H28/3/10審査会合)

○各断層は，1，2号炉調査において，以下の手順に基づき認定した。
○試掘坑及びボーリングコアの観察では，破砕部を抽出し，狭在物，幅，面の状況，走向・傾斜，上下の岩種の相違等を確認している。
○上記調査結果により，類似した性状を示し，走向・傾斜も考慮したうえで，同一とみなせる破砕部の連続性を確認している(資料集P46

)

④ 1 1号及び2号炉調査における断層の認定手順 再掲(H28/3/10審査会合)

～P74参照)。

START

① 試掘坑及びボーリングコアの観察
●破砕部として以下の特徴を有する割れ目を抽出。

a 粘土を狭在もしくは付着する割れ目，

①試掘坑及びボーリングコアの観
察により，破砕部を抽出し性状，
走向・傾斜等を確認

ボーリング調査は，原子炉建屋設置
位置付近を中心に，試掘坑で確認さ
れた破砕部の走向・傾斜より推定さ a.粘土を狭在もしくは付着する割れ目，

b.未風化岩盤中の風化割れ目，
c.鏡肌，条線が発達した割れ目，
d.上下で岩種の相違がある割れ目

② 連続性の確認
●以下を考慮し 同 とみなせる破砕部が試掘坑内の複数箇所で認められる

走向・傾斜等を確認

②上記調査結果により類似した
性状を示し 走向 傾斜も考慮

れた破砕部の走向 傾斜より推定さ
れる延長位置等において実施

●以下を考慮し，同一とみなせる破砕部が試掘坑内の複数箇所で認められる
場合，連続性のある破砕部とする。

a.性状による検討
破砕幅，風化・変質の状況，粘土化の状況，条線の方向等。

b.構造の連続性
推定延長位置における破砕部の有無，全体傾向との整合性等。

●連続する破砕部の延長箇所について ①まで戻り さらに延長する可能性

性状を示し，走向・傾斜も考慮
したうえで，同一とみなせる破
砕部の連続性を確認

●連続する破砕部の延長箇所について，①まで戻り，さらに延長する可能性
について検討する。

③同一とみなせ，連続性のある
破砕部を断層と認定

【F-1断層～F-6断層】

END

断層の認定手順
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２．２ 敷地に認められる断層の概要

④-2 1号及び2号炉調査で確認された断層 (概要) 再掲(H28/3/10審査会合)

○1号及び2号炉調査では，F-1断層～F-6断層を認定している。
○試掘坑で確認された連続性のある破砕部の走向・傾斜より推定される延長位置におけるボーリング調査及び地表地質踏査により，同一

とみなせる破砕部の連続性を確認している。

④ 2 1号及び2号炉調査で確認された断層 (概要) 再掲(H28/3/10審査会合)

断層名 確認箇所

F
-
2
断

層試掘坑における各断層確認箇所

断層名 確認箇所

F-1断層 A-1坑，C坑

F-2断層 A-2坑，G坑，No.3坑，No.11坑，No.12坑

F-3断層 G坑，No.12坑

F-4断層 A-2坑，D坑，No.4坑，No.13坑

F-5断層 A-2坑，H坑，No.8坑，No.9坑

F-6断層 A-2坑，No.9坑

【1号及び2号炉試掘坑調査】
本坑約1,350m(内斜坑約50m)，枝坑260m，合計1,610m
底面標高EL.約2.5m

試掘坑調査平面図(1号及び2号炉)
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２．２ 敷地に認められる断層の概要

④-3 1号及び2号炉調査で確認された断層 (F-1断層)(1/2) 再掲(H28/3/10審査会合)④ 3 1号及び2号炉調査で確認された断層 (F 1断層)(1/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

○F-1断層は，A-1坑，C坑及びその周辺のボーリング孔で確認されるが，B-10孔，C-8孔等では認められない。
【F-1断層の特徴】
・断層の形態：高角逆断層(開削調査箇所の露頭観察の結果から逆断層であると推定される(P116参照)。)

/ ( )

▲ 試掘坑調査で断層を確認した地点

・走向・傾斜：N8°E～20°W/43°～54°W(調査結果の一例を次頁に示す。)
・断層の性状：粘土混じり角礫，角礫混じり粘土(調査結果の一例を次頁に示す。)

山側

▲ 試掘坑調査で断層を確認した地点
● ボーリング調査で断層が確認された地点
● ボーリング調査で想定深度に断層が認められなかった地点
■ 開削調査または露頭調査で断層を確認した地点
■ 開削調査または露頭調査で断層が認められなかった地点

海側

資料集P48

資料集P49

試掘坑におけるF-1断層の確認位置

凡例
ー ：対象断層

赤字：対象断層を確認した試掘坑

資料集P49

F-1断層の確認位置(※断層位置はEL.2.8mで記載)
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２．２ 敷地に認められる断層の概要

④-3 1号及び2号炉調査で確認された断層 (F-1断層)(2/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

【試掘坑調査結果：C坑】
○F-1断層は，凝灰角礫岩中に認められ，走向・傾斜はN8°E/51°Wを

示す。
○破砕部は角礫混じり粘土からなる

④ 3 1号及び2号炉調査で確認された断層 (F 1断層)(2/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

F-1断層

写真位置

F-1断層

○破砕部は角礫混じり粘土からなる。

F-1断層露頭写真(C坑)
始点からの距離約20m

(北側壁)

写真位置

試掘坑

天端

側
壁

側
壁

：観察方向

スケッチ展開方法

観察方向

試掘坑平面図試掘坑平面図

試掘坑スケッチ
(始点からの距離0～60.0m)
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２．２ 敷地に認められる断層の概要

④-4 1号及び2号炉調査で確認された断層 (F-2断層)(1/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

○F-2断層は，A-2坑，G坑，No.3坑，No.11坑，No.12坑及びその周辺のボーリング孔で確認されるが，A-1坑では認められない。
○山側延長部の裏沢の露頭では，F-2断層は認められない。
【F-2断層の特徴】

④ 4 1号及び2号炉調査で確認された断層 (F 2断層)(1/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

・断層の形態：高角逆断層(当社地質調査及び文献レビューに基づく運動センスの検討の結果から，逆断層であると考えられる(P72参照)。)

・走向・傾斜：N52°～70°E/63°～90°W(調査結果の一例を次頁に示す。)
・断層の性状：粘土混じり角礫，角礫混じり粘土(調査結果の一例を次頁に示す。)

裏沢の露頭(資料集P53)

山側

G坑(資料集P51) N 11坑G坑(資料集P51)

No.12坑
(資料集P51)

No.11坑

No.3坑

海側

▲ 試掘坑調査で断層を確認した地点
▲ 試掘坑調査で想定延長部に断層が認められなかった地点
● ボーリング調査で断層が確認された地点
● ボーリング調査で想定深度に断層が認められなかった地点

試掘坑におけるF-2断層の確認位置

凡例
ー ：対象断層

赤字：対象断層を確認した試掘坑
青字：対象断層が確認されない試掘坑

F-2断層の確認位置(※断層位置はEL.2.8mで記載)

■ 開削調査または露頭調査で断層が認められなかった地点
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２．２ 敷地に認められる断層の概要

④-4 1号及び2号炉調査で確認された断層 (F-2断層)(2/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

F-2断層

【試掘坑調査結果：G坑・No.12坑】
○F-2断層は，凝灰角礫岩中，凝灰岩中等に認められ，走向・傾斜は

N70°E/65°Wを示す。

④ 4 1号及び2号炉調査で確認された断層 (F 2断層)(2/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

○破砕部は角礫混じり粘土からなる。

F-2断層露頭写真(G坑)

(天端)

F-3断層

始点からの距離115m

試掘坑スケッチ
(No.12坑)

写真位置

F-2断層

スケッチ展開方法

試掘坑

天端

側
壁

側
壁

：観察方向

試掘坑平面図

スケッチ展開方法

試掘坑スケッチ
(G坑始点からの距離100～144.2m)
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２．２ 敷地に認められる断層の概要

④-5 1号及び2号炉調査で確認された断層 (F-3断層)(1/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

○F-3断層は，G坑，No.12坑及びその周辺のボーリング孔で確認されるが，No.13坑及びTM-11孔(水平ボーリング)では認められない。
○山側における，裏沢の露頭調査，ボーリング調査及び開削調査の結果，F-3断層は神恵内層中でせん滅していると推定される。
【F-3断層の特徴】

( )

④ 5 1号及び2号炉調査で確認された断層 (F 3断層)(1/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

▲ 試掘坑調査で断層を確認した地点

・断層の形態：層面断層(調査結果を次頁に示す。)
・走向・傾斜：N14°W/38°W(調査結果を次頁に示す。)
・断層の性状：凝灰岩に沿って破砕，角礫，一部粘土(調査結果を次頁に示す。)

山側

No 13坑(資料集P55)
No.12坑(資料集P54)

(資 )

資料集P58～P61

▲ 試掘坑調査で想定延長部に断層が認められなかった地点
● ボーリング調査で断層が確認された地点
● ボーリング調査で想定深度に断層が認められなかった地点
■ 開削調査または露頭調査で断層が認められなかった地点

No.13坑(資料集P55)
TM-11孔(資料集P57)

資料集P56

海側

試掘坑におけるF-3断層の確認位置

凡例
ー ：対象断層

赤字：対象断層を確認した試掘坑
青字：対象断層が確認されない試掘坑

F-3断層の確認位置(※断層位置はEL.2.8mで記載)
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２．２ 敷地に認められる断層の概要

④-5 1号及び2号炉調査で確認された断層 (F-3断層)(2/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

【試掘坑調査結果：G坑・No.12坑】
○F-3断層は，凝灰岩中(泥質凝灰岩及び火山礫凝灰岩の境界付近)

に認められ，走向・傾斜はN14°W/38°Wを示す。

④ 5 1号及び2号炉調査で確認された断層 (F 3断層)(2/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

F-2断層

○破砕部は凝灰岩に沿って分布し，角礫，一部粘土からなる。 F-3断層

(南側壁)

F-3断層露頭写真(G坑)
始点からの距離120m

(南側壁)

F-3断層

試掘坑スケッチ
(No.12坑)

写真位置

試掘坑

スケッチ展開方法

天端

側
壁

側
壁

：観察方向

試掘坑スケッチ
(G坑始点からの距離100～144.2m)試掘坑平面図
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２．２ 敷地に認められる断層の概要

④-6 1号及び2号炉調査で確認された断層 (F-4断層)(1/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

○F-4断層は，A-2坑，D坑，No.4坑及びNo.13坑で確認されるが，No.6坑及び山側延長部の裏沢の露頭では認められない。
【F-4断層の特徴】
・断層の形態：高角逆断層(当社地質調査及び文献レビューに基づく運動センスの検討の結果から，逆断層であると考えられる(P72参照)。)

/ ( )

④ 6 1号及び2号炉調査で確認された断層 (F 4断層)(1/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

▲ 試掘坑調査で断層を確認した地点

・走向・傾斜：N20°～35°E/58°W～79°E(調査結果の一例を次頁に示す。)
・断層の性状：粘土混じり角礫・角礫混じり粘土(調査結果の一例を次頁に示す。)

山側
裏沢の露頭(資料集P65)

▲ 試掘坑調査で想定延長部に断層が認められなかった地点
● ボーリング調査で断層が確認された地点
■ 開削調査または露頭調査で断層が認められなかった地点

No.13坑

海側

凡例

試掘坑におけるF-4断層の確認位置

凡例
ー ：対象断層

赤字：対象断層を確認した試掘坑
青字：対象断層が確認されない試掘坑

F-4断層の確認位置(※断層位置はEL.2.8mで記載)



4747
２．２ 敷地に認められる断層の概要

④-6 1号及び2号炉調査で確認された断層 (F-4断層)(2/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

【試掘坑調査結果：A-2坑】
○F-4断層は，凝灰角礫岩中に認められ，走向・傾斜はN33°E/79°Wを示す。
○破砕部は角礫混じり粘土及び粘土からなる。

④ 6 1号及び2号炉調査で確認された断層 (F 4断層)(2/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

F-4断層

側壁

試
掘

坑

天
端

側壁
側壁

F-4断層露頭写真(A-2坑)
始点からの距離113m

(東側壁)

スケッチ展開方法

：観察方向

写真位置

試掘坑平面図

試掘坑スケッチ
(A-2坑始点からの距離90～130m)

F-4断層



4848
２．２ 敷地に認められる断層の概要

④-7 1号及び2号炉調査で確認された断層 (F-5断層)(1/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

○F-5断層は，A-2坑，H坑，No.8坑及びNo.9坑で確認されるが，F坑及びG-5孔では認められない。
【F-5断層の特徴】
・断層の形態：高角逆断層(試掘坑(A-2坑，次頁)の観察結果から，逆断層であると推定される。)

/ ( )

④ 7 1号及び2号炉調査で確認された断層 (F 5断層)(1/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

▲ 試掘坑調査で断層を確認した地点

・走向・傾斜：N75°E～85°W/70°～84°W(調査結果の一例を次頁に示す。)
・断層の性状：角礫，一部粘土，角礫混じり粘土(調査結果の一例を次頁に示す。)

山側

▲ 試掘坑調査で想定延長部に断層が認められなかった地点
● ボーリング調査で断層が確認された地点
● ボーリング調査で想定深度に断層が認められなかった地点

資料集P70

海側

試掘坑におけるF-5断層の確認位置

凡例
ー ：対象断層

赤字：対象断層を確認した試掘坑
青字：対象断層が確認されない試掘坑

F-5断層の確認位置(※断層位置はEL.2.8mで記載)



4949
２．２ 敷地に認められる断層の概要

④-7 1号及び2号炉調査で確認された断層 (F-5断層)(2/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

【試掘坑調査結果：A-2坑】
○F-5断層は，凝灰角礫岩及び凝灰岩(砂質凝灰岩)中に認められ，走向・傾斜は N85°W/71°Eを示す。
○破砕部は角礫，一部粘土からなる。

④ 7 1号及び2号炉調査で確認された断層 (F 5断層)(2/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

F-5断層

○A-2坑における，地層境界の変位から，F-5断層は逆断層であると推定される。

試
掘

坑

天
端

側壁
側壁

F-5断層露頭写真(A-2坑)
始点からの距離34m

(東側壁)
スケッチ展開方法

：観察方向

写真位置

地層境界の変位
確認箇所

試掘坑平面図

試掘坑スケッチ
(A-2坑始点からの距離0～40m)

F-5断層



5050
２．２ 敷地に認められる断層の概要

④-8 1号及び2号炉調査で確認された断層 (F-6断層)(1/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

○F-6断層は，A-2坑及びNo.9坑で確認されるが，H坑及びA-1坑では認められない。
【F-6断層の特徴】
・断層の形態：高角逆断層(当社地質調査及び文献レビューに基づく運動センスの検討の結果から，逆断層であると考えられる(P72参照)。)

/ ( )

④ 8 1号及び2号炉調査で確認された断層 (F 6断層)(1/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

・走向・傾斜：N77°～83°E/76°E～80°W(調査結果の一例を次頁に示す。)
・断層の性状：角礫混じり粘土(調査結果の一例を次頁に示す。)

山側

▲ 試掘坑調査で断層を確認した地点
▲ 試掘坑調査で想定延長部に断層が認められなかった地点
● ボーリング調査で断層が確認された地点
● ボーリング調査で想定深度に断層が認められなかった地点

海側

試掘坑におけるF-6断層の確認位置

凡例
ー ：対象断層

赤字：対象断層を確認した試掘坑
青字：対象断層が確認されない試掘坑

F-6断層の確認位置(※断層位置はEL.2.8mで記載)



5151
２．２ 敷地に認められる断層の概要

④-8 1号及び2号炉調査で確認された断層 (F-6断層)(2/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

【試掘坑調査結果：A-2坑】
○F-6断層は，凝灰角礫岩中に認められ，走向・傾斜はN77°E/80°Wを示す。
○破砕部は角礫混じり粘土からなる。

④ 8 1号及び2号炉調査で確認された断層 (F 6断層)(2/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

F-6断層

試
掘天
端

側壁

(西側壁)

掘
坑端

側壁

：観察方向

F-6断層露頭写真(A-2坑)
始点からの距離約18m

(西側壁) スケッチ展開方法

試掘坑平面図

試掘坑スケッチ
(A-2坑始点からの距離0～40m)

写真位置F-6断層



5252
２．２ 敷地に認められる断層の概要

⑤-1 3号炉調査における断層の認定手順 再掲(H28/3/10審査会合)

○各断層は，3号炉調査において，以下の手順に基づき認定した。
○試掘坑及びボーリングコアの観察では，劣化部を抽出し，狭在物，幅，面の状況，上下の岩種の相違等を確認している。
○ボアホールテレビ画像により，コア劣化部の該当深度において孔壁状態，境界の走向・傾斜等を確認している。

(

⑤ 1 3号炉調査における断層の認定手順 再掲(H28/3/10審査会合)

① 試掘坑及びボーリングコアの観察
●劣化部として以下の特徴を有する割れ目を抽出。

粘土を狭在もしくは付着する割れ目 b 未風化岩盤中の風化割れ目

○上記調査結果により，類似した性状を示し，走向・傾斜も考慮したうえで，同一とみなせる劣化部の連続性を確認している(資料集P76
～P88参照)。

START

a.粘土を狭在もしくは付着する割れ目，b.未風化岩盤中の風化割れ目，
c.鏡肌，条線が発達した割れ目，d.上下で岩種の相違がある割れ目，
e.幅10cm以上でコアの形状が土砂～角礫状の区間等※

※：a～dの特徴を有する割れ目には該当しないものの，幅10cm以上の土砂～角礫状を呈する区
間等については，1，2号炉調査で認定された断層の破砕幅(0.5～10cm)を踏まえ，a～dに追
加して抽出対象とした。

①試掘坑及びボーリングコアの観
察により，劣化部を抽出し性状
を確認

ボーリング調査は原子炉建屋設置位
置を中心に，約50m×約50mの格子
状を基本に実施

② ボアホールテレビ画像による孔壁観察
●①の該当深度において，a.狭在物を有する場合，b.開口性の割れ目の場合，

c.孔壁が崩落している場合，d.割れ目の集中部等について劣化部として評価
●劣化部の走向・傾斜を確認

＜孔壁のボアホールテレビ画像の例＞

②ボアホールテレビ画像により，
劣化部の孔壁状態，走向・傾
斜を確認

③上記調査結果により類似した
性状を示し，走向・傾斜も考慮
したうえで，同一とみなせる劣
化部の連続性を確認

③ 連続性の確認
●以下を考慮し，同一とみなせる劣化部が複数のボーリング孔で認められる

場合，連続性のある劣化部とする。
a 性状による検討

④同一とみなせ，連続性のある
劣化部を断層と認定

【F-7断層～F-11断層】

a.性状による検討
破砕幅，風化・変質の状況，粘土化の状況，条線の方向等。

b.構造の連続性
隣接孔における劣化部の有無，全体傾向との整合性等。

●連続する劣化部の延長箇所について，①まで戻り，さらに延長する可能性に
ついて検討する。

END

断層の認定手順



5353
２．２ 敷地に認められる断層の概要

⑤-2 3号炉調査における劣化部の考え方 再掲(H28/3/10審査会合)⑤ 2 3号炉調査における劣化部の考え方 再掲(H28/3/10審査会合)

○3号炉調査では，ボーリングコア及びボアホールテレビ画像による孔壁観察結果を踏まえ，破砕部及び粘土部に漸移部を加えたものを劣
化部として定義した。

○破砕幅は，劣化部のうち，破砕部及び粘土部の区間とした。

2
9
3
m

破砕幅

ボーリングコアにおける劣化部の区分 ：破砕部 ：粘土部 ：漸移部

2
9
5
m

2
9
7
m

ボ リングコアにおける劣化部の区分

区分 コア性状

漸移部

・棒～短棒状コア中にあって前後区間に比べ割
れ目頻度が高くクラッキーな部分。

・岩片の硬軟に顕著な差はない。

断層部のボーリングコア写真の例
（F-7断層：3-1孔，深度293～298m）

破砕部 粘土部 漸移部

岩片の硬軟に顕著な差はない。
・バラバラにしても元のコア形状に復元できる。

破砕部

・角礫～砂礫状のコアで，細粒分に乏しい。
・岩片はバラバラで元のコア形状に復元できない。
・岩片が軟質化している場合や一部の礫表面に
粘土が付着している場合がある。破砕部 粘土が付着して る場合がある。

・また，コア形状を保つが，角礫の間を細粒分が
埋めて指圧で容易に変形するほど軟質な場合
がある。

粘土部
・細粒分が卓越するか，細粒分を挟在する割れ
目，葉片状組織を持ち，弱く固結するが指圧で

破砕幅

破砕幅
1号及び2号炉
調査における
破砕部に相当

粘 部 目，葉片状組織 持ち，弱 固結す 指圧
容易に変形するような部分も含む。

断層部のボアホールテレビ画像の例
（F-7断層：3-1孔，深度294.4～296.4m）

：破砕部
：粘土部
：漸移部



5454
２．２ 敷地に認められる断層の概要

⑤-3 3号炉調査で確認された断層 (概要) 再掲(H28/3/10審査会合)

○3号炉調査では，F-7断層～F-11断層を認定している。

⑤ 3 3号炉調査で確認された断層 (概要) 再掲(H28/3/10審査会合)

3号原子炉建屋

試掘坑

ボーリング孔

標高(m)
100

0

F-11断層
F-7断層 X軸(m)

200
+300

-100

-200

F-8断層

F-10断層 F-9断層

Y軸(m) 白抜き数字は断層面の標高(m)

-100 -200 -300
+200+300+400

0+100

-3000

-100

+100

+200

Y3-Y3’断面(3号原子炉建屋海山方向断面) ボーリング調査等による断層確認イメージ

300



5555
２．２ 敷地に認められる断層の概要

⑤-4 3号炉調査で確認された断層 (F-7断層) (1/3) 再掲(H28/3/10審査会合)

※シュミットネット上のピーク値

○F-7断層は，3号原子炉建屋付近のボーリングで標高-240m付近に認められた断層であり，断層の延長は，650m以上と推定される。
【F-7断層の特徴】
・断層の形態：低角逆断層(複数のボーリング孔で地層の繰り返しが認められ(P57参照)，その変位方向から逆断層であると推定される。)

/ ( ( ))

⑤ 4 3号炉調査で確認された断層 (F 7断層) (1/3) 再掲(H28/3/10審査会合)

・走向・傾斜：N54°W/21°W(シュミットネットのピーク値(次頁参照))
・断層の性状：角礫，粘土，断層及び周辺の母岩は白色細脈が認められる(調査結果の一例をP57に示す。)

標高(m)

Y軸

0

100

-100

26
0

3号原子炉建屋

3I-83-3

3A-4

図1(4Line)

図2白抜き数字は断層面の標高(m)

X軸(m)

00

Y軸
(m)

-100
+100

-100
+100

-2
6

-200

-200

+200
凡 例

ボーリング孔番号
白抜き数字は断層面の標高(m)

3L-4

3I-0

白抜き数字は断層面の標高(m)

3F-4

3D-4
3E-2

3C-4

3B-4
3A-4

3号原子炉建屋

0

100
標高(m)

Y軸(m)

+300

+400

凡 例
F-7断層確認地点 孔底がF-7断層に未到達な地点
想定深度にF-7断層が認められない地点

3L-4
3K-5

3I-83I-63-4

3J-43-5

3-3

3-13H-4

3-23I-2

3H-1

3I-0

-100

-100

+200

0

+100

想定深度にF 7断層が認められない地点

ボーリング位置及びF-7断層確認位置

図1俯瞰方向 図2俯瞰方向
凡 例

ボーリング孔番号

-200
0 +100-100-200

+200
X軸(m)

F-7断層確認位置

：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



5656
２．２ 敷地に認められる断層の概要

⑤-4 3号炉調査で確認された断層 (F-7断層) (2/3) 再掲(H28/3/10審査会合)

【条線の方向】
○F-7断層の走向・傾斜については，下半球等積投影図の結果(右図)に示されるように，系統性は明瞭ではない。
○F-7断層の破砕面で認められた条線の方向(trend及びplunge)についても，ばらつく結果となった(詳細は資料集P90～P93参照)。

⑤ 4 3号炉調査で確認された断層 (F 7断層) (2/3) 再掲(H28/3/10審査会合)

F-7断層の走向方向
N54°W

N ・極のピークの90°方向が，
F-7断層の代表走向方向
(N54°W)

・極のピークから円の中心方向
がF-7断層の代表傾斜方向

代表走向
N54°W

N54 W

W E

(代表走向と直交する)

代表傾斜

極のピーク
N54°W/21°W

S

破砕面の極を下半球等積投影したコンター図
( 断 走向 傾斜)

代表傾斜

● F-7断層 条線観察面の極 n=7
○ F-7断層 条線の方向 n=9

F-7断層 走向方向

(F-7断層の走向・傾斜)

F-7断層 傾斜方向

F-7断層及び条線の下半球等積投影図



5757
２．２ 敷地に認められる断層の概要

⑤-4 3号炉調査で確認された断層 (F-7断層) (3/3) 一部修正(H28/3/10審査会合)

【ボーリング調査結果：3-5孔】
○深度288.1～289.2m付近に，角礫及び粘土からなる劣化部が認められる。
○断層及び周辺の母岩は白色細脈が認められる。

⑤ 4 3号炉調査で確認された断層 (F 7断層) (3/3) 部修正(H28/3/10審査会合)

3-5孔 深度285.0m(標高-237.22m)3 5孔

(中部層)

深度285.0m(標高 237.22m)

断

(下部層)

(上部層)
F-7断層

位置

(凝灰質泥岩層)

深度295 0m(標高-247 22m)

：ボーリング調査によって地層の
繰り返しが認められる範囲

深度295.0m(標高 247.22m)

ボーリングコア写真(3-5孔)

：破砕部(深度288.10-289.15m)

：粘土部(深度288.35-288.50m)

地質断面図(4Line)

ボ リングコア写真(3 5孔)



5858
２．２ 敷地に認められる断層の概要

⑤-5 3号炉調査で確認された断層 (F-8断層) (1/3) 再掲(H28/3/10審査会合)

○F-8断層は，3号原子炉建屋付近のボーリングで標高-100m付近に認められた断層であり，断層の延長は，500m以上と推定される(詳
細は資料集P76～P77参照)。

【F-8断層の特徴】
( ( ) )

⑤ 5 3号炉調査で確認された断層 (F 8断層) (1/3) 再掲(H28/3/10審査会合)

・断層の形態：層面断層(ボーリング調査等により把握されている敷地の地質構造から，層面断層であると推定される(P60参照)。)
・走向・傾斜：N50°W/45°W(シュミットネットのピーク値)
・断層の性状：角礫から砂礫を主体とし一部粘土を伴う(調査結果の一例をP60に示す。)

標高(m)

1003E-6
図1

白抜き数字は断層面の標高(m)
(4Line)

0

100

-100

-200

3I-83I-0

3E 6

3G-4

3-3

3号原子炉建屋

F 8断層山側で認め

白抜き数字は断層面の標高(m)

図2

X軸(m)

00

Y軸(m)

-100

+100

-100

+100

-300

+200

3M-4

凡 例

ボーリング孔番号

F-8断層山側で認め
られなくなる位置

3J 5

3I-1

3J-2 3I 8

3I-7
3I-6

3I-5
3-4

3-3
3-2

3I-3 3I-4
3I-2 3-1

3I-0

3H-1 3H-2
3H-3 3H-4 3H-5 3H-6

3G-6

3E-6

3G-1 3G-2 3G-3 3G-4

3号原子炉建屋

0

10
0

標高(m)

図2

3K-4
3K-5

3L-4

3M-4

3K-3

3J-4 3J-5
3-5

3J 2 3I-83J-60

-100

-200

Y軸(m)

+200

+300

+400

+100
凡 例

F-8断層確認地点 孔底がF-8断層に未到達な地点

凡 例

ボーリング孔番号 -
100-
200

0

X軸(m)
0 +100-100-200

+200

-300

F-8断層確認位置

F-8断層確認地点 孔底がF-8断層に未到達な地点
想定深度にF-8断層が認められない地点

ボーリング位置及びF-8断層確認位置

図1俯瞰方向 図2俯瞰方向

：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



5959
２．２ 敷地に認められる断層の概要

⑤-5 3号炉調査で確認された断層 (F-8断層) (2/3) 再掲(H28/3/10審査会合)

【条線の方向】
○F-8断層の破砕面で認められた条線の方向(trend及びplunge)については，多少のばらつき(S方向及びW方向)は認められるものの，概

ね破砕面の傾斜方向(SW～WSW方向)に条線が認められる(詳細は資料集P101～P102参照)。

⑤ 5 3号炉調査で確認された断層 (F 8断層) (2/3) 再掲(H28/3/10審査会合)

F-8断層の走向方向
N50°W

■ F-8断層 条線観察面の極 n=14
□ F-8断層 条線の方向 n=14

F-8断層 走向方向 (算出方法はP56に記載)
F-8断層 傾斜方向 (算出方法はP56に記載)

F-8断層及び条線の下半球等積投影図



6060
２．２ 敷地に認められる断層の概要

⑤-5 3号炉調査で確認された断層 (F-8断層) (3/3) 一部修正(H28/3/10審査会合)

【ボーリング調査結果：3M-4孔】
○深度274.7～275.1m付近に角礫から砂礫を主体とする劣化部が認められる。

⑤ 5 3号炉調査で確認された断層 (F 8断層) (3/3) 部修正(H28/3/10審査会合)

深度270.0m(標高-263.35m)

3M-4孔

F-8断層
位置

深度280 0m(標高-273 35m)深度280.0m(標高 273.35m)

ボーリングコア写真(3M-4孔)

：破砕部(深度274.74-275.10m)

地質断面図(4Line)



6161
２．２ 敷地に認められる断層の概要

⑤-6 3号炉調査で確認された断層 (F-9断層) (1/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

○F-9断層は，3号原子炉建屋付近のボーリングで標高-200m付近に認められた断層であり，断層の延長は，約230mと推定される(詳細は資料集
P78～P83参照)。

【F-9断層の特徴】
・断層の形態：層面断層(ボ リング調査等により把握されている敷地の地質構造から 層面断層であると推定される(次頁参照) )

⑤ 6 3号炉調査で確認された断層 (F 9断層) (1/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

・断層の形態：層面断層(ボーリング調査等により把握されている敷地の地質構造から，層面断層であると推定される(次頁参照)。)
・走向・傾斜：N44°～54°W/27°～53°W(シュミットネットのピーク値)
・断層の性状：角礫混じり粘土を主体とし，断層及び周辺の母岩は白色細脈が認められる(調査結果の一例を次頁に示す。)

・破砕面の確認結果から，条線は，破砕された岩片に認められることから，条線の方向(trend及びplunge)は不明である(詳細は資料集P118参照)。

図2図1

(4Line)

3号原子炉建屋
100

標高(m)

Y軸(m)

凡 例

ボーリング孔番号

標高(m)
100

凡 例

ボーリング孔番号

0

-100+200

+300

+400

3-1

0

-100

3号原子炉建屋

X軸(m)

0 +100-100
+200

0

+100

-200

3-2 3-3 3-4
3I-6

X軸(m)

00

Y軸(m)

-100

+100

-100

+100

3-1
3I-6

3-2

白抜き数字は断層面の標高(m)

F-9断層確認位置

白抜き数字は断層面の標高(m)
凡 例

F-9断層確認地点 孔底がF-9断層に未到達な地点
想定深度にF-9断層が認められない地点

ボーリング位置及びF-9断層確認位置

図1俯瞰方向 図2俯瞰方向

：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



6262
２．２ 敷地に認められる断層の概要

⑤-6 3号炉調査で確認された断層 (F-9断層) (2/2) 一部修正(H28/3/10審査会合)

【ボーリング調査結果：3-1孔】
○深度236.2m付近の凝灰岩層に破砕部及び粘土の挟在が認められる。
○断層及び周辺の母岩は白色細脈が認められる。

⑤ 6 3号炉調査で確認された断層 (F 9断層) (2/2) 部修正(H28/3/10審査会合)

3-1孔

深度233.0m(標高-176.09m)

F-9断層
位置

深度239.0m(標高-182.09m)

：破砕部(深度236.20-236.30m)

：粘土部(深度236.20-236.30m)

ボーリングコア写真(3-1孔)

地質断面図(4Line)



6363
２．２ 敷地に認められる断層の概要

⑤-7 3号炉調査で確認された断層 (F-10断層) (1/3) 再掲(H28/3/10審査会合)

○F-10断層は，3号原子炉建屋付近のボーリングで標高-200m付近に認められた断層であり，断層の延長は，約140mと推定される(詳細は資料集
P84～P85参照)。

【F-10断層の特徴】
・断層の形態：層面断層(ボ リング調査等により把握されている敷地の地質構造から 層面断層であると推定される(P65参照) )

⑤ 7 3号炉調査で確認された断層 (F 10断層) (1/3) 再掲(H28/3/10審査会合)

標高(m)
100

図1

・断層の形態：層面断層(ボーリング調査等により把握されている敷地の地質構造から，層面断層であると推定される(P65参照)。)
・走向・傾斜：N40°～44°W/40°～51°W(シュミットネットのピーク値)
・断層の性状：粘土，断層及び周辺の母岩は白色細脈が認められる(調査結果の一例をP65に示す。)

0

-100

3号原子炉建屋

X軸(m)

0
0

Y軸(m)

-100

+100
+100凡 例

ボーリング孔番号 白抜き数字は断層面の標高(m)

3H-1

3I-2

(ILine)

3号原子炉建屋

0

100
標高(m)

Y軸(m)

図2

-100

軸( )

+200

+300

+400

3H-1

凡 例
F 10断層確認地点 孔底がF 10断層に未到達な地点

0 +100-100-200

0

+100

X軸(m)

-200

凡 例

ボーリング孔番号

白抜き数字は断層面の標高(m)

F-10断層確認位置

3I-2

ボーリング位置及びF-10断層確認位置

F-10断層確認地点 孔底がF-10断層に未到達な地点
想定深度にF-10断層が認められない地点

図1俯瞰方向 図2俯瞰方向

：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



6464
２．２ 敷地に認められる断層の概要

⑤-7 3号炉調査で確認された断層 (F-10断層) (2/3) 再掲(H28/3/10審査会合)

【条線の方向】
○F-10断層の破砕面で認められた条線の方向(trend及びplunge)については，条線の方向を求められた破砕面は2箇所と少ないものの，

破砕面の傾斜方向(SW～S方向)に条線が認められる。(詳細は資料集P119参照)。

⑤ 7 3号炉調査で確認された断層 (F 10断層) (2/3) 再掲(H28/3/10審査会合)

F-10断層の走向方向
Ｎ40～44°W

▲ F-10断層 条線観察面の極 n=2
△ F-10断層 条線の方向 n=2

F-10断層 走向方向 (算出方法はP56に記載)
F-10断層 傾斜方向 (算出方法はP56に記載)

F-10断層及び条線の下半球等積投影図



6565
２．２ 敷地に認められる断層の概要

⑤-7 3号炉調査で確認された断層 (F-10断層) (3/3) 一部修正(H28/3/10審査会合)

【ボーリング調査結果：3I-2孔】
○深度271.3m付近の凝灰岩層に，破砕部及び粘土の挟在が認められる。
○断層及び周辺の母岩は白色細脈が認められる。

⑤ 7 3号炉調査で確認された断層 (F 10断層) (3/3) 部修正(H28/3/10審査会合)

3I-2孔

深度265.0m(標高-213.92m)

F-10断層
位置

：破砕部(深度271.30-271.37m)
：粘土部(深度271.30m)

ボーリングコア写真(3I-2孔)

深度275.0m(標高-223.92m)

地質断面図(ILine)



6666
２．２ 敷地に認められる断層の概要

⑤-8 3号炉調査で確認された断層 (F-11断層) (1/4) 再掲(H28/3/10審査会合)

○F-11断層は，3号炉試掘坑及び3号原子炉建屋付近のボーリングで認められた断層であり，断層の延長は，1,000m以上と推定される
(詳細は資料集P86～P88参照)。

【F-11断層の特徴】
( )

⑤ 8 3号炉調査で確認された断層 (F 11断層) (1/4) 再掲(H28/3/10審査会合)

▲ 試掘坑調査で断層を確認した地点
● ボ リング調査で断層が確認された地点

・断層の形態：層面断層(調査結果の一例をP69に示す。)
・走向・傾斜：N44°～58°W/23°～42°W (調査結果の一例をP69に示す。)
・断層の性状：角礫から砂礫を主体とし一部粘土を伴う(調査結果の一例をP69に示す。)

C
坑

● ボーリング調査で断層が確認された地点
● ボーリング調査で想定深度に断層が認められなかった地点
■ 開削調査または露頭調査で断層を確認した地点

B坑確認箇所(TD86～92)
資料集P86

C坑確認箇所(TD28～34)
資料集P87

資料集P88

B坑

A坑

3号炉試掘坑におけるF-11断層確認位置
(※断層位置はEL.2.8mで記載)

F-11断層の確認位置(※断層位置はEL.2.8mで記載)

次頁図1俯瞰方向 次頁図2俯瞰方向

：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



6767
２．２ 敷地に認められる断層の概要

⑤-8 3号炉調査で確認された断層 (F-11断層) (2/4) 再掲(H28/3/10審査会合)

3A-4

3B-4

3C-4

図1

⑤ 8 3号炉調査で確認された断層 (F 11断層) (2/4) 再掲(H28/3/10審査会合)
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6868
２．２ 敷地に認められる断層の概要

⑤-8 3号炉調査で確認された断層 (F-11断層) (3/4) 再掲(H28/3/10審査会合)

【条線の方向】
○F-11断層の破砕面で認められた条線の方向(trend及びplunge)については，多少のばらつき(S～SSE方向及びW～WNW方向)は認め

られるものの，概ね破砕面の傾斜方向(SW～WSW方向)に条線が認められる(詳細は資料集P122～P124参照)。

⑤ 8 3号炉調査で確認された断層 (F 11断層) (3/4) 再掲(H28/3/10審査会合)

F-11断層の走向方向
Ｎ44°W

▼ F-11断層 条線観察面の極 n=13
▽ F-11断層 条線の方向 n=13

F-11断層 走向方向 (算出方法はP56に記載)
F-11断層 傾斜方向 (算出方法はP56に記載)

F-11断層及び条線の下半球等積投影図



6969
２．２ 敷地に認められる断層の概要

⑤-8 3号炉調査で確認された断層 (F-11断層) (4/4) 再掲(H28/3/10審査会合)

【試掘坑調査結果：B坑】
○F-11断層は泥質凝灰岩と砂質凝灰岩の境界付近に認められ，走向・傾斜

はN52°W/42°Wを示す。

⑤ 8 3号炉調査で確認された断層 (F 11断層) (4/4) 再掲(H28/3/10審査会合)

○劣化部は角礫状又は葉片状の破砕部主体で，粘土部を脈状に伴う。

C坑

B坑確認箇所(TD86～92)

C坑

写真位置
A坑

(南東側壁)

3号炉試掘坑平面図

B坑

試掘坑

天端

側
壁

側
壁

F-11断層露頭写真(B坑)
始点からの距離88m

試掘坑展開図(B坑)

スケッチ展開方法

壁壁

：観察方向
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２．２ 敷地に認められる断層の概要

⑥ 断層内及び母岩に認められる鉱物 (1/2) 一部修正(H28/3/10審査会合)

○断層内及び母岩に認められる鉱物を確認するため，断層内物質中の粘土及びその付近の新鮮な母岩から試料を採取し，X線分析を実
施した(X線分析の結果は資料集P139～P194参照)。

○断層内及び母岩には，硫化鉱物(黄鉄鉱等)，炭酸塩鉱物(菱鉄鉱等)等が認められる。

⑥ 断層内及び母岩に認められる鉱物 (1/2) 部修正(H28/3/10審査会合)

○なお，X線分析の結果等から敷地に認められる断層の形成時期等について考察を行った結果，断層の形成時期は，新第三紀と考えら
れる(詳細はP145～P176参照)。

クク

相対強度※1

凡例
断層内物質及び母岩の両方に共通して認められる鉱物※2

○回折X線の強度は，結晶相物質

X線分析結果

F-1 A-1坑 凝灰岩 ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○

G坑 △ △ △ ◎ △ △ ◎ ○ ○

ド
ロ
マ
イ
ト

緑
泥
石

鉱
物
名

1
(

断
(

母

ク
リ
ス
ト
バ
ラ
イ
ト

雲
母
類

カ
リ
長
石

オ
パ
ー
ル

方
解
石

石
膏

ク
リ
ノ
タ
イ
ロ
ラ
イ
ト

黄
銅
鉱

黄
鉄
鉱

菱
鉄
鉱

石
英

ト
リ
デ

ィ
マ
イ
ト

区
分

断
層

地
点

母
岩

ス
メ
ク
タ
イ
ト

斜
長
石

の含有量のほか，鉱物種類(化
学組成，結晶構造)，結晶度，
粒子の形状，大きさ，方位，X
線吸収係数等によって決定す
る。このため，同じ結晶面の回
折強度が一定の強度を示すと

限
G坑 △ △ △ ◎ △ △ ◎ ○ ○

No.11坑 △ ○ ○ ◎ ○ △ ◎ ○ ○ ○

F-3 No.12坑 凝灰岩 △ ○ △ ◎ ○ △ ◎ ○ ○ ○ ○

F-4 No.4坑 凝灰岩 ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○

H坑 凝灰角礫岩 ○ △ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

No.8坑 安山岩 ○ △ ◎ ◎ △ ○ ○ △ ○ △ ○ ○

F-6 A-2坑 凝灰角礫岩 △ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

3A 4孔 凝灰質泥岩 ◎ △ ＋ △ ＋ ＋ ○ ◎ △ △ ＋ ◎：強

号
及
び
2
号
炉
調
査

層
内
物
質

)
岩

)

F-2 凝灰角礫岩

F-5

は限らない。
○X線分析で得られる結果は，

個々の試料について相対強度
で示している。

3A-4孔 凝灰質泥岩 ◎ △ ＋ △ ＋ ＋ ○ ◎ △ △ ＋

3C-4孔 凝灰質泥岩 ◎ △ ＋ ＋ △ ＋ ○ ◎ ◎ ◎ ＋

3E-2孔 凝灰岩 ◎ △ ◎ ○ △ △ ＋ ＋ ○ ◎ ＋

3-2孔 凝灰岩 △ ○ ○ ◎ ＋ ◎ ＋

3J-4孔 凝灰岩 △ ○ ○ ◎ ＋ ＋ ◎ ○

3J-5孔 凝灰岩 ○ ◎ ◎ △ △ △ △ △

3H-1孔 軽石凝灰岩 △ △ ◎ ◎ △ ○ △

3H 5孔 軽石凝灰岩 △ △ ○ ◎ ＋ ◎ ＋

F-7

◎：強

○：中

△：弱

＋：微弱

F-8
※3 ※3 追加分析実施箇所3H-5孔 軽石凝灰岩 △ △ ○ ◎ ＋ ◎ ＋

3L-4孔 軽石凝灰岩 ○ △ ◎ ◎ ＋ △ ＋ △

F-9 3-1孔 凝灰岩 △ ○ ＋ ◎ ◎ ＋ △ ◎

F-10 3H-1孔 凝灰岩 △ ○ △ ◎ ◎ △ △

＋ ○ △ ◎ ○ ○ ＋ ＋

＋ ○ △ △ △ ◎ ◎ ◎ ＋

＋ ○ △ ＋ ＋ ◎ ○ ○ ＋

○ ◎ ○ ○

○ ◎ ◎ ＋△ ＋ ＋

3
号
炉
調
査

試験坑
No.4

凝灰岩

※3 ※3：追加分析実施箇所
既往のX線分析に加えて，断層の規
模に対して試料数が少ないF-8断層
及び試料採取位置が試掘坑のみと
なっていたF-11断層について，断層
の性状を面的に確認するため，追加
分析を実施した(平成27年8月)。

＋ ○ △ ＋ ◎ ○ ○ ＋

3E-4孔 凝灰岩 △ ＋ ○ △ ＋ ＋ ◎ ◎ ○ ○ △

3I-1孔 凝灰岩 △ ＋ △ △ ◎ ◎ △ ◎ △

3I-6孔 凝灰岩 ＋ ＋ ＋ ＋ ◎ ◎ ＋ ＋ ＋

3N-4孔 凝灰岩 ＋ ＋ ◎ △ ○ ◎ ○ ＋ ＋

※1：相対強度はX線回折に表われたピークの相対的な強さを示す。

※2：複数の断層において，断層内物質及び母岩の両方に共通して
　　　認められる鉱物を抽出した。

F-11

※3
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２．２ 敷地に認められる断層の概要

⑥ 断層内及び母岩に認められる鉱物 (2/2) 一部修正(H28/3/10審査会合)

○断層内物質において，母岩に対して生成又は増加する鉱物及び消失又は減少する鉱物を抽出した。
○断層内物質では，敷地の複数の断層において，母岩に対しスメクタイト，黄鉄鉱，炭酸塩鉱物等の生成又は増加が認められる。

⑥ 断層内及び母岩に認められる鉱物 (2/2) 部修正(H28/3/10審査会合)

断層 地点 生成又は増加する鉱物 消失又は減少する鉱物

Ｆ-1 A-1坑 方解石，黄鉄鉱 斜長石，石英

Ｆ-2
G坑 菱鉄鉱 斜長石，黄銅鉱

No 11坑 菱鉄鉱 斜長石 黄銅鉱

断層内物質の母岩に対して生成又は増加する鉱物及び消失又は減少する鉱物一覧

No.11坑 菱鉄鉱 斜長石，黄銅鉱

Ｆ-3 No.12坑 菱鉄鉱 斜長石，黄鉄鉱，クリストバライト，スメクタイト

Ｆ-4 N0.4坑 黄銅鉱，白雲母 斜長石，黄鉄鉱，スメクタイト，赤鉄鉱

Ｆ-5
H坑 菱鉄鉱，黄鉄鉱 斜長石，黄銅鉱，クリストバライト

No.8坑 スメクタイト，黄鉄鉱，黄銅鉱，石英 斜長石，クリストバライト

Ｆ-6 A-2坑 菱鉄鉱，石膏 黄鉄鉱，スメクタイト

3A 4孔 スメクタイト 菱鉄鉱 黄鉄鉱 石英 クリノタイロライト クリストバライト トリデ マイト

Ｆ-7

3A-4孔 スメクタイト，菱鉄鉱，黄鉄鉱 石英，クリノタイロライト，クリストバライト，トリディマイト

3C-4孔 スメクタイト，黄鉄鉱 石英，クリノタイロライト，クリストバライト，トリディマイト

3E-2孔 スメクタイト，方解石 石英

3-2孔 菱鉄鉱 斜長石，スメクタイト

3J-4孔 菱鉄鉱 スメクタイト

3J-5孔 黄鉄鉱，方解石 斜長石，スメクタイト

3H 1孔 菱鉄鉱
Ｆ-8

3H-1孔 菱鉄鉱 －

3H-5孔 石英，クリノタイロライト 斜長石

3L-4孔 スメクタイト，菱鉄鉱，クリノタイロライト －

Ｆ-9 3-1孔 菱鉄鉱，ドロマイト カリ長石，スメクタイト，斜長石

Ｆ-10 3H-1孔 菱鉄鉱 斜長石，スメクタイト

試験坑No.4① 石英，石膏

Ｆ-11

－
試験坑No.4② 菱鉄鉱，黄鉄鉱

試験坑No.4③ 菱鉄鉱

試験坑No.4④ －

3E-4孔 － －

3I-1孔 スメクタイト －

3I-6孔 － 緑泥石

3N-4孔 斜長石 オパール
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２．２ 敷地に認められる断層の概要

⑦ 敷地に認められる断層のセンスに関する検討 再掲(H28/3/10審査会合)

○敷地で認められる11条の断層について，当社地質調査及び文献レビューに基づき運動センスの検討を行った。

【開削調査】
( )

⑦ 敷地に認められる断層のセンスに関する検討 再掲(H28/3/10審査会合)

○F-1断層は，露頭観察の結果(P116参照)から，逆断層センスであると推定される。

【試掘坑調査】
○F-5断層は，露頭観察の結果(P49参照)から，逆断層センスであると推定される。

【ボーリング調査】
○F-7断層は，複数のボーリング孔で地層の繰り返しが認められ(P57参照)，その変位方向から逆断層センスであると推定される。

【破砕面観察】
○断層のセンスを推定することを目的に F-7断層～F-11断層について再度 ボーリングコアにおける破砕面の観察を実施した○断層のセンスを推定することを目的に，F-7断層～F-11断層について再度，ボーリングコアにおける破砕面の観察を実施した。
○F-8断層は，破砕面の詳細観察の結果(P74～P75参照)，逆断層センスであると推定される。

【文献レビュー】
○八幡(1989，2002)によれば，積丹半島周辺では約8Ma以降，弱圧縮応力場となり，東西圧縮が徐々に始まりNW-SE方向の褶曲活

動が開始したとされて る(P174 P176参照)動が開始したとされている(P174～P176参照)。

○敷地で認められる11条の断層は 当社地質調査において複数の断層で逆断層センスが推定されていること及び積丹半島周辺では○敷地で認められる11条の断層は，当社地質調査において複数の断層で逆断層センスが推定されていること及び積丹半島周辺では
約8Ma以降，圧縮応力場であることから，いずれも逆断層センスであると考えられる。
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２．２ 敷地に認められる断層の概要

⑦ 敷地に認められる断層のセンスに関する検討【破砕面観察】 (1/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

○3号炉調査時に確認されたF-7断層～F-11断層は，ボーリング調査において条線を確認しており，条線の方向は3号炉調査時の観察
結果に基づくものであるが，敷地の断層のセンスを推定することを目的に再度，破砕面の観察を実施した。

○3号炉調査時に方向が求められた条線(36箇所)のうち，再観察において，F-8断層の破砕面1箇所(3-5孔，深度175.70mの下盤側)

⑦ 敷地に認められる断層のセンスに関する検討【破砕面観察】 (1/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

に条線を確認した。
○当該破砕面の詳細観察の結果(次頁)，破砕面に認められる高まりの形状から，逆断層センスであると推定される。

深度175.00m(標高-127.22m)

破砕面の破砕面の
傾斜方向

深度180.00m(標高-132.22m)

ボーリングコア写真(3-5孔)

：劣化部

：条線確認箇所拡大範囲
条線の方向

破砕面(下盤側)の状況

下盤側上盤側
破砕面

(下盤側)

条線確認箇所拡大(深度175.60～175.75m)
掘削方向

条線観察箇所概念図
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２．２ 敷地に認められる断層の概要

⑦ 敷地に認められる断層のセンスに関する検討【破砕面観察】 (2/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

【破砕面の詳細観察：F-8断層，3-5孔，深度175.70mの下盤側】
○破砕面には，概ね条線の方向に沿った非対称な高まりが認められる。
○断層の変位時に破砕面の比較的硬い部分が高まりとして残存し，下盤側の移動方向と反対方向に向かって緩やかに低くなっているもの

⑦ 敷地に認められる断層のセンスに関する検討【破砕面観察】 (2/2) 再掲(H28/3/10審査会合)

破砕面(下盤側)
の移動方向

と推定されるため，下盤側の移動方向は破砕面の傾斜方向と推定される。
○F-8断層の3-5孔(深度175.70mの下盤側)で確認された破砕面は，逆断層センスであると推定される。

破砕面(下盤側)
の移動方向

条線の方向に沿った
非対称な高まり

条線の方向条線の方向

破砕面(下盤側)の状況

２ｍｍ破砕面(下盤側)
の傾斜方向

破砕面拡大図破砕面(下盤側)の状況

破砕面
(下盤側)

：拡大範囲 低い

上盤側の
移動方向

高い

破砕面拡大図

条線の方向に沿った
非対称な高まり

掘削方向

条線観察箇所概念図
非対称な高まりの模式断面図

下盤側の
移動方向

非対称な高まり
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２．３ まとめ

一部修正(H28/3/10審査会合)まとめ

【敷地における地質調査結果】
○敷地の基盤をなす地層は，新第三系上部中新統の神恵内層である。
○神恵内層は，大局的にほぼNW-SE走向で，15°～50°程度の傾斜の同斜構造で分布する。

部修正(H28/3/10審査会合)まとめ

○神恵内層を覆って第四系下部～中部更新統の岩内層，中部～上部更新統の段丘堆積物及び崖錐Ⅰ堆積物，完新統の崖錐Ⅱ堆積物
及び沖積層が分布する。

【敷地に認められる断層の概要】
○各断層は，類似した性状を示し，同一とみなせる破砕部等の連続性が複数の位置で確認されるものを断層と定義し，認定した。
○敷地には，F-1断層～F-11断層の11条の断層が認められる(断層の特徴を下表に示す)。○敷地には，F 1断層 F 11断層の11条の断層が認められる(断層の特徴を下表に示す)。
○敷地で認められる11条の断層は，当社地質調査において複数の断層で逆断層センスが推定されていること及び積丹半島周辺では

約8Ma以降，圧縮応力場であることから，いずれも逆断層センスであると考えられる。

敷地に認められる11条の断層の特徴

断層内物質の変質鉱物断層名 断層の形態 走向・傾斜 断層の性状 断層内物質の変質鉱物
(母岩と比較して強く出現するもの)

F-1断層 高角逆断層 N8°E～N20°W/43°～54°W 粘土混じり角礫，角礫混じり粘土 硫化鉱物(黄鉄鉱)

F-2断層 高角逆断層 N52°～70°E/63°～90°W 粘土混じり角礫，角礫混じり粘土 炭酸塩鉱物(菱鉄鉱)

F-3断層 層面断層 N14°W/38°W 凝灰岩に沿って破砕 角礫 一部粘土 炭酸塩鉱物(菱鉄鉱)F 3断層 層面断層 N14 W/38 W 凝灰岩に沿って破砕，角礫， 部粘土 炭酸塩鉱物(菱鉄鉱)

F-4断層 高角逆断層 N20°～35°E/58°W～79°E 粘土混じり角礫，角礫混じり粘土 硫化鉱物(黄銅鉱)

F-5断層 高角逆断層 N75°E～85°W/70°～84°W 角礫，一部粘土，角礫混じり粘土 炭酸塩鉱物(菱鉄鉱)，硫化鉱物(黄鉄鉱)

F-6断層 高角逆断層 N77°～83°E/76°E～80°W 角礫混じり粘土 炭酸塩鉱物(菱鉄鉱)

F-7断層 低角逆断層
N54°W/21°W
(シュミットネットのピーク値)

角礫，粘土
断層及び周辺の母岩は白色細脈が認められる

炭酸塩鉱物(菱鉄鉱)

F-8断層 層面断層
N50°W/45°W
(シュミットネットのピーク値)

角礫から砂礫を主体とし一部粘土を伴う 炭酸塩鉱物(菱鉄鉱)，硫化鉱物(黄鉄鉱)

F 9断層 層面断層
N44°～54°W/27°～53°W 角礫混じり粘土を主体

炭酸塩鉱物(菱鉄鉱)F-9断層 層面断層
N44 54 W/27 53 W
(シュミットネットのピーク値)

角礫混じり粘土を主体
断層及び周辺の母岩は白色細脈が認められる

炭酸塩鉱物(菱鉄鉱)

F-10断層 層面断層
N40°～44°W/40°～51°W
(シュミットネットのピーク値)

粘土
断層及び周辺の母岩は白色細脈が認められる

炭酸塩鉱物(菱鉄鉱)

F-11断層 層面断層 N44°～58°W/23°～42°W 角礫から砂礫を主体とし一部粘土を伴う 炭酸塩鉱物(菱鉄鉱)，硫化鉱物(黄鉄鉱)


